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４ 教育課程の編成と研究の進め方 

[カリキュラム・ポリシー] 

 事業構想学研究科博士前期課程では、ディプロマ・ポリシーで示した課程修了に当たり修得

すべき学修成果を学生が達成できるよう、次のようにカリキュラムを編成する。 

１ 事業構想学の専門領域として、ビジネスデザイン・ソーシャルデザイン・空間デザイン・

情報デザインを設け、専門講義科目群を構成する。事業構想学における研究や実践に必要

な知識と技能を修得し、活用できる人材を育成するために「高度職業人コース」と「学術

研究コース」を設ける。 

（１）「高度職業人コース」では、地域社会や企業と密着に関連した実践教育を展開する。 

（２）「学術研究コース」では、グローバルな研究者育成を図るために英語科目を設ける。 

２ 社会問題を俯瞰的に捉え、地域やビジネスにおける問題点を整理し、課題解決に向けて

方策を検討できる能力を育成する科目・授業を展開する。 

３ 学生が倫理観・責任感・使命感を育み、世界的な視野と幅広い視点を持つことができる

よう配慮する。 

４ 学修成果は、シラバスで設定されている各授業科目の到達目標及び成績評価基準に基づ

いて評価する。また、学位論文については、学位論文審査基準に基づいて評価する。 

（｢資料１～７｣｢授業計画｣参照） 

（１）履修コースと修了要件  

事業構想学研究科・事業構想学専攻には、高度職業人（ビジネスプロフェッショナル・専

門技術者）養成および研究者育成のための２つのコース（「高度職業人育成コース」「学術研

究コース」がある。 

本研究科を修了し、学位を取得するためには、次の(1)－1 または(1)－2 に示すコース毎の

要件①～③の全てを充足する必要がある。本研究科の博士前期課程を修了したものには、「修

士（事業構想学）」の学位が授与される。 

 

（１）－１ 高度職業人育成コース 

① 在学期間 

修業年限（原則 2 年）を充足すること。 

② 修了要件単位数 

講義科目 14 単位、プロジェクトデザイン演習Ⅰ～Ⅳの 16 単位修得を含め 30 単位以上

修得すること。 

・ 講義科目は所属領域の中から 4 単位以上修得すること。 

・ 事業構想基礎講座（1 単位）及びプロジェクト研究（4 単位）を修得すること（い

ずれも必修科目）。 

・ 研究指導科目としてのプロジェクトデザイン演習Ⅰ（1 年前期）4 単位、プロジェ

クトデザイン演習Ⅱ（1年後期）4 単位、プロジェクトデザイン演習Ⅲ（2年前期）

4 単位、プロジェクトデザイン演習Ⅳ（2 年後期）4 単位の合計 16 単位を修得する

こと。 

・ 他大学大学院において修得した単位がある場合には、所定の手続きを経て認定さ

れる場合がある。 
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〔資料　４〕

専門的知識 俯瞰的思考 社会貢献

マネジメント 1･2 前 2 5 4 1

会計学 1･2 後 2 7 2 1

ファイナンス 1･2 前 2 5 3 2

ストラテジー 1･2 後 2 4 4 2

マーケティング 1･2 前 2 6 3 1

経済システム 1･2 後 2 6 2 2

医療福祉システム 1･2 前 2 4 3 3

ITマネジメント 1･2 後 2 4 3 3

サービスサイエンス 1･2 前 2 4 3 3

税法Ⅰ 1･2 前 2 7 2 1

税法Ⅱ 1･2 後 2 7 2 1

オペレーションズリサーチ 1･2 後 2 6 3 1

データビジネス 1･2 後 2 4 4 2

グローバルビジネス 1･2 後 1 3 4 3

ビジネスデザイン特別講義 1･2 前 1 6 2 2

地域創生政策 1･2 後 2 5 3 2

地域開発政策 1･2 前 2 5 3 2

地域経済分析 1･2 前 2 5 3 2

地域情報分析 1･2 前 2 5 4 1

ソーシャルキャピタル 1･2 前 2 4 3 3

地域環境システム 1･2 後 2 4 3 3

地域と食農 1･2 前 2 5 3 2

地域経済デザイン 1･2 後 2 5 3 2

防災マネジメント 1･2 前 2 5 2 3

地域ウェルビーイング 1･2 後 2 3 3 4

ソーシャルデザイン特別講義 1･2 後 1 5 3 2

文化環境デザイン 1･2 前 2 5 3 2

スペキュラティブデザイン 1･2 前 2 3 6 1

デザインマネジメント 1･2 後 2 4 3 3

地域計画 1･2 前 2 4 4 2

素材・造形デザイン 1･2 前 2 5 3 2

空間活用事業 1･2 前 2 5 3 2

建築プログラミング 1･2 後 2 5 4 1

プレイスメイキング 1･2 後 2 5 3 2

空間デザイン特別講義 1･2 後 1 5 3 2

知能メディアデザイン 1･2 後 2 5 3 2

感性情報アナリシス 1･2 後 2 5 3 2

感性メディアデザイン 1･2 前 2 5 3 2

空間メディアシステム 1･2 前 2 6 3 1

インタラクションデザイン 1･2 後 2 5 4 1

情報システムデザイン 1･2 後 2 4 3 3

教育メディアデザイン 1･2 前 2 5 2 3

情報デザイン特別講義 1･2 前 1 5 3 2

英語特論 1･2 後 2 2 6 2

プロジェクト研究 1･2 後 4 3 3 4

CP特別演習 1･2 前 2 3 3 4

CPプロジェクト研究 1･2 後 2 3 3 4

事業構想基礎講座 1･2 前 1 4 4 2

事業構想学特別講義 1･2 集中 1 5 2 3

空間デザイン特別演習AⅠ 1･2 前 2 6 1 3

空間デザイン特別演習AⅡ 1･2 後 2 6 1 3

空間デザイン特別演習BⅠ 1･2 前 2 6 1 3

空間デザイン特別演習BⅡ 1･2 後 2 6 1 3

※1　数値はディプロマポリシーとの関連度を合計10の値で表現したもの。

※「プロジェクトデザイン演習Ⅰ～Ⅳ」についてのディプロマポリシーのスコアについては、各教員のシラバスを参照すること。

令令和和88年年度度　　事事業業構構想想学学研研究究科科カカリリキキュュララムムママッッププ（（博博士士前前期期課課程程））

専門領域 授業科目の名称 開講年次 開講学期 単位数
ディプロマポリシーとの関連※1

演習科目

ビジネスデザイン領域

ソーシャルデザイン領域

空間デザイン領域

情報デザイン領域

共通科目
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科目関連図  ビジネスデザイン領域                           【資料５】 
 

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

   
 
 

 

※１ 学術研究コースは必修 
※２ 高度職業人コースは必修 

社会システム系 

医療福祉システム 経済システム 

会計・財務系 

ファイナンス 

税法Ⅰ 

会計学 

税法Ⅱ 

マネジメント 

マーケティング 

ストラテジー 

データビジネス 

サービスサイエンス 

グローバルビジネス 

ITマネジメント 

経営系 

数理系 

オペレーションズリサーチ 

領域特別講義 

ビジネスデザイン特別講義 

他専門領域科目群 

ソーシャルデザイン領域科目群 空間デザイン領域科目群 情報デザイン領域科目群 

事業構想学基礎科目 

◎事業構想基礎講座 英語特論※１ 

プロジェクト研究※２ 

１・２年次で履修可能 

研究指導科目 

プロジェクトデザイン演習Ⅰ プロジェクトデザイン演習Ⅱ プロジェクトデザイン演習Ⅲ プロジェクトデザイン演習Ⅳ 

修士論文、または 特定の課題についての研究成果 

コミュニティプランナー養成科目群 

CP特別演習 CPプロジェクト研究 
１・２年次で履修可能 

共通 専門 演習 他専門領域 

事業構想学研究科 前期 ビジネスデザイン領域 科目関連図 
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 〔資料 ６〕 

履修モデル   ビジネスデザイン領域 

例 

 専門領域 ： ビジネスデザイン領域 

１年次 ２年次 

マネジメント ２単位 税法 ２単位 

ストラテジー  ２ ファイナンス  ２ 

マーケティング  ２ IT マネジメント ２ 

会計学 ２   

事業構想基礎講座 

プロジェクトデザイン演習Ⅰ 

プロジェクトデザイン演習Ⅱ 

プロジェクト研究または英語特論 

１ 

４ 

４ 

４または２ 

プロジェクトデザイン演習Ⅲ 

プロジェクトデザイン演習Ⅳ 

４ 

４ 

合計３５単位または３３単位 

【解説】 ＭＢＡを意識した履修モデルである。経営・経済を基礎に会計・財務・ＩＴ等のビジネスプランを

学ぶ上での基幹的な科目を網羅している。理解が一定のレベルに達している講義科目や各人が専門に研究した

い分野を適宜加減して履修すること。 

 

履修モデル   ソーシャルデザイン領域  

例 

 専門領域 ： ソーシャルデザイン領域  

１年次 ２年次 

地域開発政策 ２単位 地域経済デザイン ２単位 

地域経済分析 ２ 地域創生政策 ２ 

地域情報分析 ２ 地域環境システム ２ 

ソーシャルキャピタル ２ 地域と食農 ２ 

事業構想基礎講座 

プロジェクトデザイン演習Ⅰ 

プロジェクトデザイン演習Ⅱ 

プロジェクト研究または英語特論 

ソーシャルデザイン特別講義 

１ 

４ 

４ 

４または２ 

１ 

プロジェクトデザイン演習Ⅲ 

プロジェクトデザイン演習Ⅳ 

４ 

４ 

合計３８単位または３６単位 

【解説】 科学的・技術的な根拠に基づく政策立案ができる人材のイメージ。地域政策、経済や地域情報の分

析、人・組織のマネジメント、環境に関する科目により、まちづくりについての高度な思考力と企画力を養う。

また、グローバルとローカルな視点から社会・経済・政治構造や環境・技術動向などを統合的に理解するグロ

ーカルな思考力も養う。 
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〔資料 ７〕 

学学位位論論文文審審査査基基準準ににつついいてて（（博博士士前前期期課課程程））    

 

【学位（修士）論文審査基準】  

修士学位論文の審査にあたっては、ディプロマポリシーに基づき、以下の項目について総合的に評

価する。 

 

（１）（テーマ・研究目的の妥当性）適切なテーマが設定され、その研究目的が明確であること。 

（２）（研究方法の適切性）研究目的に合致した適切な方法・手法によって論文が議論されているこ

と。 

（３）（既存研究との関連付け）当該分野の既存研究が十分レビューされており、それらと関連づけ

て論旨が展開されていること。 

（４）（新規性・独創性と有効性）当該研究領域において学術的な新規性と独創性が認められ、その

成果が有効であること。 

（５）（結論の論理性）論文の構成と体裁が整っていること。論旨の展開が論理的であり、整合的な

結論が得られていること。また、文章表現、図表、データ等が、適切に用いられていること。 

 

 

【特定課題審査基準】  

 事業構想学研究科で設置した４つの研究領域：ビジネスデザイン領域、ソーシャルデザイン領域、

空間デザイン領域、情報デザイン領域のいずれかの研究領域の高度職業人として専門知識を有し専門

業務遂行能力を有するものに、修士（事業構想学）の学位を授与する。 

 

特定課題の審査にあたっては、以下の項目に対して評価する。 

（１）（テーマ・目的の妥当性）適切なテーマが設定され、その目的が明確であること。 

（２）（課題解決方法の適切性）目的に合致した適切な方法・手法によって課題が検討、議論されて

いること。 

（３）（既存成果との関連付け）当該分野の既存成果が十分レビューされており、それらと関連づけ

て論旨が展開されていること。 

（４）（有効性）当該領域において、その成果の事業的な有効性が認められること。 

（５）（結論の論理性）報告書の構成と体裁が整っていること。論旨の展開が論理的であり、整合的

な結論が得られていること。また、文章表現、図表、データ等が、適切に用いられていること。 
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〔資料 ８〕 

建建築築士士のの免免許許登登録録資資格格ととししてて実実務務経経験験要要件件のの単単位位ととななるる科科目目ににつついいてて 

 建築士試験は、国土交通省により定められた履修科目を提供する大学において、定められた必

要単位数を修得・卒業したものが受験可能となる国家試験で、建築士試験合格後、定められた期

間の実務を経験したものに免許交付されるものである。 

宮城大学事業構想学研究科空間デザイン領域では、条件１を満たした場合に 1年間の実務経験

同等と認定され、さらに条件２を満たした場合は２年間の実務経験同等と認定される。 

 

【条件１】以下に定める演習及び講義の科目において単位数１５単位以上を修得した場合 

 

（１）インターンシップ科目 

 以下の演習科目のうち４単位以上を修得すること。 

空間デザイン特別演習 AⅠ（前期 学外インターンシップ）（単位数２） 

空間デザイン特別演習 AⅡ（後期 学外インターンシップ）（単位数２） 

空間デザイン特別演習 BⅠ（前期 学内インターンシップ）（単位数２） 

空間デザイン特別演習 BⅡ（後期 学内インターンシップ）（単位数２） 

 

（２）インターンシップ関連科目の演習 

以下の演習科目のうち８単位以下を修得すること。 

プロジェクトデザイン演習Ⅰ（単位数４） プロジェクトデザイン演習Ⅱ（単位数４） 

 

（３）インターンシップ関連科目の講義 

 以下の講義科目のうち８単位以下を修得すること。 

 文化環境デザイン（単位数２）  スペキュラティブデザイン（単位数２） 

デザインマネジメント（単位数２）  地域計画（単位数２） 

地域創生政策（単位数２）   地域環境システム（単位数２） 

素材・造形デザイン（単位数２）  空間活用事業（単位数２） 

建築プログラミング（単位数２）  プレイスメイキング（単位数２） 

 

※各演習・講義に関する詳細内容については、シラバスを参照すること。 

※実務資格要件の必要単位と、修了要件の必要単位との内容は異なるため注意すること。 

 

【条件２】以下に定める条件をいずれも満たした場合 

 

（４）１年次において、条件１の単位修得をすべて完了する。 

 

（５）２年次において、研究活動に専念し、その研究時間のすべてを論文執筆に費やし、日本建

築学会が発行する査読付き論文誌４誌のいずれかに登載される。 
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（２）指導教員・副指導教員

研究及び論文などへの適切な指導と助言を行うために、入学時に決定した指導教員に加えて、

１名の副指導教員を定める。また必要に応じて、専任教員以外の副指導教員が加わる場合もある。 

（３）教育課程

配当する科目は「事業構想学特別演習Ⅰ～Ⅳ、a 又は b」(選択必修、各 2 単位)、「事業構想学

特別研究」（必修、8 単位）であり、これらを履修して修了要件単位数である 16 単位以上を満たす

必要がある。 

a) 特別演習（選択必修）

特別演習は、博士(後期３年の課程)の中心となる事業構想学特別研究を補助することを目的に、

以下の 4 つの科目区分に基づき設定される科目である。 

① ビジネスデザイン

② ソーシャルデザイン

③ 空間デザイン

④ 情報デザイン

特別演習では、①～④の専門分野を対象として、関連論文の輪読、先行研究のサーベイ、現実

問題の理解と解決方法の実践・理解などにより、専門的知識を一層高めるとともに、研究の方法

等を深める。また、有益であると認められる場合、企業等他の研究機関・施設と協力して指導す

ることもある（企業インターンシップを含む）。 

履修にあたっては、以下の点に十分に注意する必要がある。 

・指導教員が担当する科目 2 単位を必ず含み、合計 8 単位以上の特別演習を選択する。

・同一科目区分の特別演習 a、 b は、同時期に履修することはできない。また、a、b の順に履

修することが望ましい。

・科目担当教員が異なっても同一の科目を履修することはできない。

b) 事業構想学特別研究（研究指導科目；必修）

事業構想学特別研究（研究指導科目）は、指導教員による博士論文作成のための指導科目であ

り、指導教員及び副指導教員により行われる。 

指導教員との討論、議論等を通じて、研究テーマの選定、研究の進め方、研究計画、研究評価、

学会等への発表計画、論文の構成等の綿密な指導により研究能力を高めるが、体系的かつ効果的

な問題解決の実践及びその方法の修得、その課程の中から新原理の探求を目指す。 

履修年次は 1 年次～3 年次であり、博士論文の研究指導が完了（学位論文審査及び最終試験の

合格が前提）した時点で 8 単位が与えられる。ただし、履修登録は毎年次において行う必要があ

る。 
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４４  参参考考資資料料  

〔資料 １〕 

 

授 業 科 目 の 概 要 

 

科目区分 演習科目 

ビジネスデザイン 
事業構想学特別演習Ⅰa（ビジネスデザイン） 

事業構想学特別演習Ⅰb（ビジネスデザイン） 

ソーシャルデザイン 

事業構想学特別演習Ⅱa（ソーシャルデザイ

ン） 

事業構想学特別演習Ⅱb（ソーシャルデザイ

ン） 

空間デザイン 
事業構想学特別演習Ⅲa（空間デザイン） 

事業構想学特別演習Ⅲb（空間デザイン） 

情報デザイン 
事業構想学特別演習Ⅳa（情報デザイン） 

事業構想学特別演習Ⅳb（情報デザイン） 

共通（研究指導科目） 事業構想学特別研究 
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〔資料　２〕

科⽬区分 授業科⽬の名称 担 当 教 員 専⾨分野

教授 内⽥ 直仁 税法・社会関連会計
教授 糟⾕ 昌志 医療福祉システム
教授 ⾦⼦ 浩⼀ 産業経済学
教授 櫻⽊ 晃裕 ⼈材・組織マネジメント
教授 澁⽥ ⼀夫 サービスサイエンス
准教授 ⾼⼭純⼈ マーケティング
准教授 浅沼⼤樹 ファイナンス
教授 ⼩沢 晴司 地域環境政策
教授 藤澤 由和 ソーシャルキャピタル
教授 千葉 克⼰ 農村振興・⼟地改良
教授 ⽯内 鉄平 地域環境システム
教授 佐々⽊ 秀之 地域開発政策
教授 ⾼橋 信⼈ 環境地理情報学
准教授 上森 貞⾏ 地域創⽣政策
准教授 宮﨑 義久 地域経済デザイン
助教 中沢 峻 防災マネジメント
教授 ⼩地沢 将之 都市マネジメント
教授 ⼟岐 謙次 数理造形デザイン
准教授 永井 秀幸 ファシリティマネジメント
助教 友渕 貴之 プレイスメイキング
教授 太⽥ 賢 サイバーフィジカルシステム
教授 茅原 拓朗 認知情報学
教授 須栗 裕樹 情報システム設計
教授 蒔苗 耕司 社会基盤情報システム
助教 薄井 洋⼦ 教育メディアデザイン

※）各科目のシラバスは、事務教務システムで確認できます。

※）令和8年2月時点

事業構想学特別演習Ⅱa（ソーシャルデザイン）
事業構想学特別演習Ⅱb（ソーシャルデザイン）

事業構想学特別演習Ⅳa（情報デザイン）
事業構想学特別演習Ⅳb（情報デザイン）

情報デザイン

科科目目別別担担当当教教員員

研究指導教員事業構想学特別研究

事業構想学特別演習Ⅲa（空間デザイン）
事業構想学特別演習Ⅲb（空間デザイン）

ソーシャルデザイン

空間デザイン

ビジネスデザイン
事業構想学特別演習Ⅰa（ビジネスデザイン）
事業構想学特別演習Ⅰb（ビジネスデザイン）
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科目関連図                                       【資料３】 
 

1年 2年 ３年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
各系特別演習科目は、指導教員が担当する科目 2 単位を必ず含み、 
合計 8 単位以上を選択し、特別研究 8 単位と合わせ、修了要件単位数 
（16単位以上）を満たすよう履修する必要がある。 

１～３年次で履修可能 
（合計 8単位） 

研究指導科目 

事業構想学特別研究（１～３年次）［8単位］ 

博士論文の指導 

研究 演習 

事業構想学研究科 後期 科目関連図 

税法・社会関連会計、医療福祉システム、産業経済学、 
人材・組織マネジメント、サービスサイエンス、マーケティング、 
ファイナンス 

ビジネスデザイン 

事業構想学特別演習Ⅰa 

（ビジネスデザイン）［2単位］ 

事業構想学特別演習Ⅰb 

（ビジネスデザイン）［2単位］ 

 地域環境政策、ソーシャルキャピタル、農村振興・土地改良、 
 地域環境システム、地域創生政策、地域開発政策、環境地理情報学、 
 地域経済デザイン、防災マネジメント 

ソーシャルデザイン 

事業構想学特別演習Ⅱa 

（ソーシャルデザイン）［2単位］ 

事業構想学特別演習Ⅱb 

（ソーシャルデザイン）［2単位］ 

都市マネジメント、数理造形デザイン、ファシリティマネジメント、 
プレイスメイキング 

空間デザイン 

事業構想学特別演習Ⅲa 

（空間デザイン）［2単位］ 

事業構想学特別演習Ⅲb 

（空間デザイン）［2単位］ 

認知情報学、情報システム設計、社会基盤情報システム、 
サイバーフィジカルシステム、教育メディアデザイン 

情報デザイン 

事業構想学特別演習Ⅳa 

（情報デザイン）［2単位］ 

事業構想学特別演習Ⅳb 

（情報デザイン）［2単位］ 
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〔資料 ４－１〕 

学位取得までの履修モデル 

（ビジネスデザイン）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究テーマ：特別研究において人材組織マネジメントに関する研究を行う。 

学位取得後の進路：人材組織マネジメントに関する上級コンサルタントや研究者を目指す。 
 

修士課程からの進学者、留学生、社会人等 

入学 

事業構想学 

特別演習Ⅰa・Ⅰb 

［人材・組織マネジメント］ 

 

 

 

 

事業構想学 

特別演習Ⅱa 

［ソーシャルキャピタル］ 

事業構想学 

特別演習Ⅱb 

［地域経済デザイン］ 

 

特別研究 

［人材・組織マネジメント］ 

研究テーマ及び 

研究計画の策定 

 

特別研究 

［人材・組織マネジメント］ 

研究活動の推進 

 

 

特別研究 

［人材・組織マネジメント］ 

博士論文の 

取りまとめ 

 

特別演習 

（演習科目各 2 単位） 

事業構想学特別研究 

（研究指導科目 8 単位） 

原則 3 年以上在学し、特別演習 8 単位以上（指導教員が担当する科目 2 単位を必ず含むこ

と）及び事業構想学特別研究 8 単位の合計 16 単位以上を修得した上、博士論文審査及び

試験に合格すること。 
 

修了 

要件 

修了後 

学位取得後の進路イメージ：人材組織分野の指導的技術者／研究者／起業等。 

コンサルタント、シンクタンクの上席研究員など。 

 

学生への課題など 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 
年 

次 

標準モデル 

● 研究テーマ策定 
● 指導教員・副指導教員決定 
● 研究計画書(第１次)の提出 
● 研究指導計画書の提出 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 予備審査申請 

● 学位審査申請 
● 最終試験 
● 学位論文提出（製本） 

● 研究計画書(第２次)の提出 
● 研究計画発表 

● 学会等で研究発表 

● 博士論文執筆資格審査申請 
● 学位論文中間報告書の提出及

び中間発表 
→ 博士論文執筆資格の取得* 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 学位論文仮題目の提出 
● 研究指導計画書の提出 

  

● 研究指導計画書の提出 

*：博士論文執筆資格は学位申請の６月前までに取得しなければならない 
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〔資料 ４－２〕 

学位取得までの履修モデル 

（ソーシャルデザイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準モデル 

研究テーマ：特別研究においてソーシャルキャピタルの研究を行う。 

学位取得後の進路：ソーシャルキャピタル分野の指導的技術者や研究者を目指す。 

修士課程からの進学者、留学生、社会人等 

入学 

事業構想学 

特別演習Ⅱa・Ⅱb 

［ソーシャルキャピタル］ 

 

 

 

 

事業構想学 

特別演習Ⅰa 

［サービスサイエンス］ 

事業構想学 

特別演習Ⅳb 

［ｻｲﾊﾞｰﾌｨｼﾞｶﾙｼｽﾃﾑ］ 

 

 

 

特別研究 

［ソーシャルキャピタル］ 

研究テーマ及び 

研究計画の策定 

 

特別研究 

［ソーシャルキャピタル］ 

研究活動の推進 

 

 

特別研究 

［ソーシャルキャピタル］ 

博士論文の 

取りまとめ 

 

特別演習 

（演習科目各 2 単位） 

事業構想学特別研究 

（研究指導科目 8 単位） 

原則 3 年以上在学し、特別演習 8 単位以上（指導教員が担当する科目 2 単位を必ず含むこ

と）及び事業構想学特別研究 8 単位の合計 16 単位以上を修得した上、博士論文審査及び

試験に合格すること。 
 

修了 

要件 

修了後 

学位取得後の進路イメージ：ソーシャルキャピタル分野の指導的技術者／研究者／起業等。 

コンサルタント、シンクタンクの上席研究員など。 

学生への課題など 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 

３ 
年 

次 

● 研究テーマ策定 
● 指導教員・副指導教員決定 
● 研究計画書(第１次)の提出 
● 研究指導計画書の提出 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 予備審査申請 

● 学位審査申請 
● 最終試験 
● 学位論文提出（製本） 

● 研究計画書(第２次)の提出 
● 研究計画発表 

● 学会等で研究発表 

● 博士論文執筆資格審査申請 
● 学位論文中間報告書の提出及

び中間発表 
→ 博士論文執筆資格の取得* 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 学位論文仮題目の提出 
● 研究指導計画書の提出 

  

● 研究指導計画書の提出 

*：博士論文執筆資格は学位申請の６月前までに取得しなければならない 
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〔資料 ４－３〕 

学位取得までの履修モデル 

（空間デザイン）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究テーマ：特別研究において地域の伝統工芸とデジタル造形技術の融合に関する研究を行う。  

学位取得後の進路：デジタル造形分野での指導的技術者や研究者を目指す． 

 
修士課程からの進学者、留学生、社会人等 

入学 

事業構想学 

特別演習Ⅲa・Ⅲb 

[数理造形ｼｽﾃﾑ] 

 

 

 

事業構想学 

特別演習Ⅳa 

［人間情報デザイン］ 

事業構想学 

特別演習Ⅱb 

特別研究 

[都市マネジメント] 

研究テーマ及び 

研究計画の策定 

 

特別研究 

[都市マネジメント] 

研究活動の推進 

 

 

特別研究 

[都市マネジメント] 

博士論文の 

取りまとめ 

 

特別演習 

（演習科目各 2 単位） 

事業構想学特別研究 

（研究指導科目 8 単位） 

原則 3 年以上在学し、特別演習 8 単位以上（指導教員が担当する科目 2 単位を必ず含むこ

と）及び事業構想学特別研究 8 単位の合計 16 単位以上を修得した上、博士論文審査及び

試験に合格すること。 
 

修了 

要件 

修了後 

学位取得後の進路イメージ：デザイン関連企業における指導的デザイナー， 

独立デザイナー／研究者など。 

学生への課題など 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 
３ 
年 

次 

標準モデル 

● 研究テーマ策定 
● 指導教員・副指導教員決定 
● 研究計画書(第１次)の提出 
● 研究指導計画書の提出 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 予備審査申請 

● 学位審査申請 
● 最終試験 
● 学位論文提出（製本） 

● 研究計画書(第２次)の提出 
● 研究計画発表 

● 学会等で研究発表 

● 博士論文執筆資格審査申請 
● 学位論文中間報告書の提出及

び中間発表 
→ 博士論文執筆資格の取得* 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 学位論文仮題目の提出 
● 研究指導計画書の提出 

  

● 研究指導計画書の提出 

*：博士論文執筆資格は学位申請の６月前までに取得しなければならない 
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学位取得までの履修モデル 

（情報デザイン）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究テーマ：特別研究において地域行政を対象としたデジタルトランスフォーメーション(DX)の研究

を行う。 

学位取得後の進路：指導的技術者や研究者を目指す。 

修士課程からの進学者、留学生、社会人等 

入学 

事業構想学 

特別演習Ⅳa 

[情報システム設計] 

事業構想学 

特別演習Ⅰb 

 

 

事業構想学 

特別演習Ⅳa 

[社会基盤情報ｼｽﾃﾑ] 

事業構想学 

特別演習Ⅱb 

[環境地理情報学] 

特別研究 

［情報システム設計］ 

研究テーマ及び 

研究計画の策定 

 

特別研究 

［情報システム設計］ 

研究活動の推進 

 

 

特別研究 

［情報システム設計］ 

博士論文の 

取りまとめ 

 

特別演習 

（演習科目各 2 単位） 

事業構想学特別研究 

（研究指導科目 8 単位） 

原則 3 年以上在学し、特別演習 8 単位以上（指導教員が担当する科目 2 単位を必ず含むこ

と）及び事業構想学特別研究 8 単位の合計 16 単位以上を修得した上、博士論文審査及び

試験に合格すること。 
 

修了 

要件 

修了後 

学位取得後の進路イメージ：行政機関やソフトウェア情報企業における指導的技術者・研究者など。 

学生への課題など 

１ 

年 

次 

２ 

年 

次 
３ 

年 

次 

標準モデル 

● 研究テーマ策定 
● 指導教員・副指導教員決定 
● 研究計画書(第１次)の提出 
● 研究指導計画書の提出 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 予備審査申請 

● 学位審査申請 
● 最終試験 
● 学位論文提出（製本） 

● 研究計画書(第２次)の提出 
● 研究計画発表 

● 学会等で研究発表 

● 博士論文執筆資格審査申請 
● 学位論文中間報告書の提出及

び中間発表 
→ 博士論文執筆資格の取得* 

● 論文投稿、学会等で研究発表 

● 学位論文仮題目の提出 
● 研究指導計画書の提出 

  

● 研究指導計画書の提出 

*：博士論文執筆資格は学位申請の６月前までに取得しなければならない 
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宮城大学大学院学則   

平成２９年４月１日 

平成２８年宮城大学規則第６号 

 

目 次 

第１節 目的等（第１条・第２条）  

第２節 教育の目的（第３条－第５条） 

第３節 学年、学期及び休業日（第６条－第８条）  

第４節 入学、標準修業年限及び在学年限（第９条－第 18条）  

第５節 学籍及び学籍の異動（第 19条－第 24条） 

第６節 賞罰（第 25条・第 26条） 

第７節 教育課程（第 27条－第 36条）  

第８節 課程の修了、学位（第 37条・第 38条）  

第９節 研究生、科目等履修生及び特別聴講生（第 39条－第 42条）  

第 10節 授業料等（第 43条） 

第 11節 その他（第 44条・第 45条） 

 

第１節 目的等 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号。以下「施行規則」という。）

第４条に規定する事項及び本学大学院に所属する学生（以下「学生」という。）の修学上必要な事項に

ついて定める。 

 

（目的） 

第２条 本学大学院は、地域社会及び国内外の大学・研究機関等との自由かつ緊密な交流及び連携のも

とに看護、事業構想及び食産業に関する高度な学術理論及び応用について研究し、その深奥をきわめ

て、学術文化の振興に資するとともに、地域の産業及び社会の発展に寄与することを目的とする。  

 

第２節 教育の目的 

 

（大学院） 

第３条 本学大学院に、看護学研究科、事業構想学研究科及び食産業学研究科を置く。 

２ 前項の研究科に置く課程、専攻及び学生の定員は、次のとおりとする。 

研究科 専攻 課程 入学定員 収容定員 

看護学研究科 看護学専攻 博士課程前期課程 

（修士課程） 

博士課程後期課程 

１０人 

 

３人 

２０人 

 

９人 

事業構想学研究科 事業構想学専攻 博士課程前期課程 

（修士課程） 

博士課程後期課程 

２０人 

 

３人 

４０人 

 

９人 

食産業学研究科 食産業学専攻 博士課程前期課程 １３人 ２６人 
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（修士課程） 

博士課程後期課程 

 

３人 

 

９人 

３ 博士課程は、前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「博士

後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

  

（研究科の教育研究上の目的） 

第４条  本学大学院研究科の教育研究上の目的は次のとおりとする。 

一 看護学研究科 

生命の尊厳を基盤とする豊かな人間性を備え、学際的及び国際的な視点で地域現場の課題に対応

できる知識・技術及び研究能力を持ち、高度な実践を行う看護職及び高度に専門的かつ自律的な研

究能力を持つ教育研究者を養成するとともに、保健医療において必要とされる高度かつ専門的な看

護について、研究と社会活動を行うこと。 

二 事業構想学研究科 

豊かな人間性に基づき、事業構想に関する高度に専門的な知識･技術をもち、学際的、国際的視

点で研究または実践を主体的に遂行できる研究者、高度職業人を養成するとともに、事業構想にお

いて必要とされる高度かつ専門的な知識・技術･政策課題について、研究と社会活動を行うこと。 

三 食産業学研究科 

豊かな人間性に基づき、食産業に関する広い視野と高度な専門知識・技術をもち、学際的、国際

的視点で研究または実践を主体的に遂行できる研究者、高度職業人を養成するとともに、食産業に

おいて必要とされる高度かつ専門的な知識・技術について、研究と社会活動を行うこと。 

 

（職員組織） 

第５条 本学大学院に、教員、事務職員その他必要な職員を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、必要に応じ、副学長を置くことができる。 

３ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

 

第３節 学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（学期） 

第７条 学年を前期と後期に分け、前期は４月１日から９月３０日まで、後期は１０月１日から翌年３

月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、授業の開始日は、別に定める。 

 

（休業日） 

第８条 授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

三 開学記念日５月１日 

四 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日 

２ 前項の夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日については、別に定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日で
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あっても授業を行うことができる。 

 

第４節 入学、標準修業年限及び在学年限 

 

（博士前期課程の入学資格） 

第９条 本学大学院博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

一 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第８３条に規定する大学（以下こ 

の条において単に「大学」という。）を卒業した者 

二 法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者  

三 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者  

四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における１６年の課程を修了した者  

五 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

六 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大

臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該

外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修

了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を

受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与され

た者 

七 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

八 施行規則第１５５条第１項第６号の規定により文部科学大臣が指定した者 

九 法第１０２条第２項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって、本学大学院における

教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

十 大学に３年以上在学した者、外国において学校教育における１５年の課程を修了した者、外国の

学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における１５年の課程を修了した者、又は我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該

外国の学校教育における１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該

外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの

の当該課程を修了した者で、それぞれ本学大学院において、所定の単位を優秀な成績で修得したと

認めたもの 

十一 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、２２歳に達したもの 

 

（博士後期課程の入学資格） 

第１０条 本学大学院博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

一 修士の学位又は専門職学位を有する者 

二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職
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学位に相当する学位を授与された者 

四 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の

学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

五 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

六 外国の学校、外国の大学院の課程を有する教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大

学院設置基準(昭和 49年文部省令第 28号)第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するもの

に合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

七 施行規則第１５６条第６号の規定により文部科学大臣が指定した者 

八 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同

等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達したもの 

 

（入学の出願） 

第１１条 本学大学院への入学を志願する者は、入学願書に、所定の書類及び入学者選抜手数料を添え

て、学長に提出しなければならない。 

 

（選考及び合格者の決定） 

第１２条 学長は、前条の規定により本学大学院への入学を志願する者に対し、選考を行い、合格者を

決定する。 

２ 合格者の決定に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（入学の許可及び手続） 

第１３条 学長は、前条の規定により合格者と決定した者に対し入学を許可する。 

２ 前条の規定により入学の許可を受けた者は、誓約書、保証書その他の書類を学長に提出するととも

に、別に定める入学金を納付しなければならない。 

３ 学長は、前項の入学手続を完了しない者については、入学の許可を取り消すものとする。 

４ 前２条及び前３項に規定するもののほか、入学に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（外国人留学生） 

第１４条 学長は、外国人で本学大学院に入学を志願する者があるときは、選考を行い、外国人留学生

として入学を許可することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（入学の時期） 

第１５条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学長が入学の時期を学年の始めとすることがで

きない特別の事由があると認めた者は、後期の始めとすることができる。 

 

（標準修業年限及び在学年限） 

第１６条 博士前期課程の標準修業年限は２年、博士後期課程の標準修業年限は３年とする。 

２ 博士前期課程の在学年限は４年、博士後期課程の在学年限は５年とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、再入学した者の在学年限は、博士前期課程にあっては４年、博士後期課

程にあっては５年を超えない範囲内で、別に定める。  
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（長期にわたる教育課程の履修） 

第１７条 学長は、学生が職業を有している等の事情により、前条に規定する標準修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、

その計画的な履修を認めることができる。 

２ 前項の規定により長期にわたる履修を認められた学生の在学年限は、前条の規定にかかわらず、別

に定める。 

 

（再入学） 

第１８条 学長は、本学大学院を退学した者又は第２４条第１号から第３号までの規定により本学大学

院を除籍された者で再入学を志願するものがあるときは、原則として欠員のある場合に限り、選考を

行い、相当と認める年次に入学を許可することができる。 

２ 再入学の出願は、退学又は除籍の効力が発生した日から３年以内とする。 

 

第５節  学籍及び学籍の異動 

 

（学籍） 

第１９条 学生の学籍は、学長が入学又は再入学を許可した研究科の課程に置くものとする。 

 

（休学） 

第２０条 疾病その他特別の理由により引き続き２か月以上修学することができない者は、その理由及

び期間を明らかにして学長に申請し、学長の許可を受けて休学することができる。 

２ 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者に対し、休学を命ずることができる。 

３ 第１項及び前項の休学の期間は１か月単位とし、引き続き１年を超えることはできない。ただし、

特別の理由がある場合は、学長の許可を受けて２年まで延長することができる。 

４ 休学の期間は、通算して４年を超えることができない。 

５ 休学の期間は、修業した期間（以下「修業期間」という。）及び在学した期間（以下「在学期間」

という。）に算入しない。 

 

（復学） 

第２１条 休学の期間が満了したとき、又は休学期間中であってもその理由が消滅したときは、学長の

許可を得て復学することができる。 

２ 疾病により前項の申請を行う場合には、医師の作成する診断書を添付しなければならない。 

 

（留学） 

第２２条 外国の大学、短期大学等又は大学院に留学することを志願する者は、学長の許可を受けて留

学することができる。 

 

（退学） 

第２３条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 

（除籍） 

第２４条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者について、除籍する。 

一 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

二 在学年限を超えた者 
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三 休学の期間を超えてなお復学しない者 

四 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 

 

第６節 賞罰 

 

（表彰） 

第２５条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者に対し、表彰する。 

 

（懲戒） 

第２６条 学長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者を、懲戒に処する。 

一 法令及び大学院学則等の本学の規則規程に違反する行為 

二 試験等において不正を行う行為 

三 他の学生等に対して人権侵害となるハラスメント行為 

四 本学の秩序を乱し、又は本学の名誉や信用を傷つける行為 

五 その他学生として不適切な行為 

２ 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とし、前項各号に規定する行為が重大である場合には退学とす

る。 

３ 停学の期間は、２週間又は１か月以上１年以内の一定月数とする。  

４ 停学の期間は、修業期間に算入しない。ただし、停学の期間が通算して２か月未満のときは、修業

期間に算入する。 

５ 停学の期間は、在学期間に算入する。 

６ 第３項の規定にかかわらず、期間を短縮することが適切であると判断した場合には、学長はその期

間を短縮することができる。 

 

第７節 教育課程 

 

 （教育課程の編成、実施及び改善） 

第２７条 本学大学院は、第２条及び第４条に掲げる目的を達成するために、必要な授業科目を自ら開

設し、体系的に教育課程を編成する。 

２ 前項の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の

諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。 

３ 本学大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。 

４ 前３項に定めるもののほか、教育課程の編成、実施及び改善に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（授業及び研究指導）  

第２８条 本学大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に関する指導（以下「研

究指導」という。）により行うものとする。  

２ 本学大学院の学生は、履修する授業科目の選択及び学位論文の作成等に当たっては、当該学生を担

当する教員の指導を受けなければならない。  

 

（授業及び研究指導の方法） 

第２９条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により

行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣の定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業
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を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣の定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行う

ことができる。 

４ 本学大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時

間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行うことができる。 

 

（他の大学院等における研究指導）  

第３０条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院、研究所等との協議に基づき、学生が当該

大学院、研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、当該研究指

導を受ける期間は、１年を超えないものとする。  

２ 前項の規定により学生が受けた研究指導は、課程の修了に必要な研究指導とみなすことができる。   

 

（授業科目） 

第３１条 本学大学院の授業科目及びその単位数は、それぞれ別表のとおりとする。 

２ 授業科目の履修の方法その他必要な事項は、別に定める。 

 

（単位の計算方法） 

第３２条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考

慮して、次の基準により計算するものとする。 

一 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲内で定める時間の授業をもって１単

位とする。 

二 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲内で定める時間の授業をもっ

て１単位とする。 

三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行う

場合については、その組合せに応じ、前２号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をも

って１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学位論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮し

て、単位数を定めるものとする。 

 

（成績の評価・単位の認定） 

第３３条 学生の期末の成績は、当該科目の担当教員が学生にあらかじめ明示するシラバスで示された

授業の到達目標に対する学生の学修到達度によって評価するものとする。 

２ 前項の学生の学修到達度は、試験その他の本学が定める適切な方法によって評価するものとする。 

３ 前項の学修到達度の評価は、秀、優、良、可又は不可の５段階で表し、秀、優、良及び可を当該科

目履修の合格とし、当該科目の単位を認定する。 

４ 試験の受験資格及び成績の評価について必要な事項は、別に定める。 

 

（他の研究科の授業科目の履修） 

第３４条 学生は、博士前期課程において、学長の承認を得て、１５単位を超えない範囲で、本学大学院

の他の研究科の授業科目を履修し、単位を修得することができる。 

 

（他の大学院における授業科目の履修）  

－　　－55



第２編教育 大学院学則 

 
 

第３５条 学長は、教育上有益と認めるときは、博士前期課程において、他の大学院（外国の大学院を

含む。）との協議又は協定等に基づき、学生が当該大学院において履修した授業科目について修得し

た単位を、前条の規定により修得した単位数と合わせて１５単位を超えない範囲で、本学大学院にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第３６条 学長は、教育上有益と認めるときは、博士前期課程において、学生が本学大学院に入学する

前に大学院（本学大学院の他の研究科及び外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について

修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）を、１５単位を超えない範囲で、本学大学院に入学し

た後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第３４条の規定により修得した単

位数及び前条の規定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて２０単位を

超えないものとする。 

３ 学長は、教育上有益と認めるときは、博士後期課程において、学生が本学大学院に入学する前に大

学院（本学大学院の他の研究科及び外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について修得

した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）を、１０単位を超えない範囲で、本学大学院

に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

 

第８節 課程の修了、学位 

 

（博士前期課程の修了）  

第３７条 博士前期課程の修了は、当該博士前期課程に２年以上在学して、別表に定める授業科目を履

修の上、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者のうち、修士論文又は特定の課題

についての研究の成果の審査及び最終試験に合格したものに対し、学長が認定する。ただし、在学期間

に関しては、別に定めるところにより、優れた業績を上げた者については、１年以上在学すれば足りるものとす

る。 
２ 学長は、学生が第３４条の規定により修得した単位並びに第３５条及び前条第１項の規定により修

得したものとみなした単位を、別に定めるところにより、前項に規定する修了必要単位数に含めるこ

とができる。 

３ 第３６条第 1項の規定により当該博士前期課程に入学する前に修得した単位（法第１０２条第１項

の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を当該博士前期課程において修得したも

のとみなす場合であって、当該単位の修得により当該博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認

めるときは、別に定めるところにより、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を

超えない範囲で当該博士前期課程が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、当該博

士前期課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

４ 学長は、博士前期課程修了の認定を受けた者に対し、修士の学位及び修了証書を授与する。 

 

（博士後期課程の修了）  

第３８条 博士後期課程の修了は、当該博士後期課程に３年以上在学して、別表に定める授業科目を履

修の上、１６単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者のうち、博士論文の審査及び最終

試験に合格したものに対し、学長が認定する。 

２ 学長は、学生が第３６条第３項の規定により修得したものとみなした単位を、別に定めるところに

より、前項に規定する修了必要単位数に含めることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、別に定めるところにより、優れた業績を上げた
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者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数以上在学すれば足りるものとす

る。 

一 博士前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者及び第１０条第２号から第７号に該当す

る者 １年 

二 博士前期課程に２年未満在学し、当該課程を修了した者 博士前期課程における在学期間を含め

３年 

４ 学長は、博士後期課程修了の認定を受けた者に対し、博士の学位及び修了証書を授与する。 

 

第９節 研究生、科目等履修生及び特別聴講生 

 

（研究生） 

第３９条 学長は、本学大学院において特定の専門事項について研究することを志願する者があるとき

は、選考を行い、研究生として入学を許可することができる。 

２ 研究科の研究生として入学できる者は、大学院の修士課程又は博士課程を修了するかこれと同等以

上の学力があり、それぞれの課程での必要な研究能力を持つと認めるものとする。 

 

（科目等履修生） 

第４０条 学長は、次条に規定するもののほか、本学大学院において特定の授業科目を履修することを

志願する者があるときは、選考を行い、科目等履修生として入学を許可することができる。 

 

（特別聴講生） 

第４１条 学長は、他の大学、短期大学又は大学院等の学生で、本学大学院において授業科目を履修す

ることを志願する者があるときは、当該大学、短期大学又は大学院等との協議又は協定に基づき、特

別聴講生として入学を許可することができる。 

 

（研究生等に関する取扱い） 

第４２条 この節に規定するもののほか、研究生、科目等履修生及び特別聴講生に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

第１０節 授業料等 

 

（授業料、入学者選抜手数料等） 

第４３条 この学則に規定するもののほか、授業料、入学者選抜手数料、入学金及び証明手数料その他

の費用に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第１１節 その他 

 

（大学院学則の改廃等） 

第４４条 大学院学則の改廃は、理事会の議を経て行う。 

２ 前項の理事会の審議に先立ち、教育研究審議会の議を経るものとする。 

 

（委任） 

第４５条 この大学院学則の施行に関し必要な事項は、理事会の議を経て学長が定める。 
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附 則（H28.2.24 第 106回理事会） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、施行日の前日において在籍する者で、施行

日以後も引き続いて在籍するもの（施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については、

この大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（H29.2.22 第 119回理事会） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（H29.3.22 第 120回理事会） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（H30.2.28 第 133回理事会） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、施行日の前日において在籍する者で、施行 

日以後も引き続いて在籍するもの（施行日の前日までに退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科

に再入学したものを含む。）については、この大学院学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（H31.2.27 第 146回理事会） 

（施行期日）  

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍するもの（施行日の前日までに

退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については、改正後の宮

城大学大学院学則別表１及び別表３の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（R2.2.26 第 158回理事会） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍するもの（施行日の前日までに

退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については、この大学院

学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（R2.4.22 第 160回理事会） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍するもの（施行日の前日までに

退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）についても、第２９条を

適用する。 

附 則（R2.11.25 第 167回理事会） 

１ この規程は、令和２年１１月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍する者については、この規程に

関わらず、なお従前の例による。 

附 則（R3.2.24 第 171回理事会） 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍する者（施行日の前日までに退

学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については、この規程に関

わらず、なお従前の例による。 
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附 則（R4.2.22 第 183回理事会） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表（第３１条、第３７条、第３８条関係）１看護学研究科看護学専攻博士課程（前期２

年の課程）は、令和４年度看護学研究科博士前期課程入学者から適用する。 

３ 施行日の前日において看護学研究科博士前期課程に在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍す

るもの（施行日の前日までに退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含

む。）については、改正後別表にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（R5.2.22 第 196回理事会） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） ３ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士

課程（前期２年の課程）及び４ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（後期３年の課程）の規

定は、令和５年度入学者から適用し、令和４年度以前の入学者（この規則の施行の日（以下「施行日」

という。）の前日までに退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（R6.2.28 第 208回理事会） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） ２ 看護学研究科看護学専攻博士課程（後

期３年の課程）及び３ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程）の規定は、令

和６年度入学者から適用し、令和５年度以前の入学者（この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日までに退学又は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については、

なお従前の例による。 

附 則（R7.2.26 第 220回理事会） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表（第３１条、第３７条、第３８条関係）１ 看護学研究科看護学専攻博士課程（前

期２年の課程）、３ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程）及び５ 食

産業学研究科食産業学専攻博士課程（前期２年の課程）の規定は、令和７年度入学者から適用し、

令和６年度以前の入学者（この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに退学又

は除籍となり、施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については、なお従前の例

による。 

附 則（R8.2.27 第 232 回理事会） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表（第３１条、第３７条、第３８条関係）３ 事業構想学研究科事業構想学専攻博

士課程（前期２年の課程）から６ 食産業学研究科食産業学専攻博士課程（後期３年の課程）ま

での規定は、令和８年度入学者から適用し、令和７年度以前の入学者（この規則の施行の日以後

に令和７年度以前の入学者に相当する年次に編入学、転入学又は再入学したものを含む。）につ

いては、なお従前の例による。 
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第２編教育 大学院学則 

 
 

別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） 

 １ 看護学研究科看護学専攻博士課程（前期２年の課程） 1/2 

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

基礎看護学特論Ⅰ 
基礎看護学特論Ⅱ 
基礎看護学演習Ⅰ 
基礎看護学演習Ⅱ 
看護管理学特論Ⅰ 
看護管理学特論Ⅱ 
看護管理学演習Ⅰ 
看護管理学演習Ⅱ 
成人健康看護学特論 

成人健康看護援助論 

成人健康看護学演習Ⅰ 

成人健康看護学演習Ⅱ 

がん病態生理学 
がん看護学特論Ⅰ 
がん看護学特論Ⅱ 
がん看護援助論Ⅰ 
がん看護援助論Ⅱ 
がん看護学演習Ⅰ 
がん看護学演習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅰ 
がん看護学実習Ⅱ 
がん看護学実習Ⅲ 
がん看護学課題研究 
精神健康看護学特論 

精神健康看護援助論 

精神健康看護学演習Ⅰ 

精神健康看護学演習Ⅱ 

老年健康看護学特論Ⅰ 

老年健康看護学特論Ⅱ 

老年医療学 

老年健康看護援助論Ⅰ 

老年健康看護援助論Ⅱ 

老年健康看護学演習Ⅰ 

老年健康看護学演習Ⅱ 

老年健康看護学実習Ⅰ 

老年健康看護学実習Ⅱ 

老年健康看護学実習Ⅲ 

老年健康看護学課題研究 

母性健康看護学特論 

母性健康看護援助論 

母性健康看護学演習Ⅰ 

母性健康看護学演習Ⅱ 

小児健康看護学特論 

小児健康看護援助論 

小児健康看護学演習Ⅰ 

小児健康看護学演習Ⅱ 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
４ 
３ 
３ 
４ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
４ 
３ 
３ 
４ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
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別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） 

 １ 看護学研究科看護学専攻博士課程（前期２年の課程） 2/2 

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

地域健康看護学特論Ⅰ 

地域健康看護学特論Ⅱ 

地域健康看護学演習Ⅰ 

地域健康看護学演習Ⅱ 

在宅健康看護学特論Ⅰ 

在宅健康看護学特論Ⅱ 

在宅健康看護援助論Ⅰ 

在宅健康看護援助論Ⅱ 

在宅医療学 

在宅健康看護学演習Ⅰ 

在宅健康看護学演習Ⅱ 

在宅健康看護学実習Ⅰ 

在宅健康看護学実習Ⅱ 

在宅健康看護学実習Ⅲ 

在宅健康看護学実習Ⅳ 

在宅健康看護学課題研究 

看護学特別研究 

看護研究特論 
看護研究方法特論 
コンサルテーション論 
看護倫理 
看護政策論 
看護理論 
看護教育学 
フィジカルアセスメント 
病態生理学 
臨床薬理学 
災害看護学 
保健情報学 
保健行動科学特論 
人間関係情報処理論 
医療経済学 
疫学統計 
統計学特論 
社会福祉学特論 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
３ 
３ 
２ 
４ 
８ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

  

 

 ２ 看護学研究科看護学専攻博士課程（後期３年の課程） 

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

生涯健康支援看護学概論 

研究方法特論 

ケア実装特論 

看護管理特論 

看護教育特論 

生涯健康支援看護学特論 

生涯健康支援看護学演習 

生涯健康支援看護学特別研究 

１ 
 
 
 
 
２ 
２ 
６ 

 
２ 
２ 
１ 
１ 
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別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） 

３ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程） 1/2 

授業科目の名称 単位数 
備考 

必修 選択 自由 
マネジメント 
会計学 
ファイナンス 
ストラテジー 
マーケティング 
経済システム 
医療福祉システム 
ＩＴマネジメント 
サービスサイエンス 
税法Ⅰ 
税法Ⅱ 
オペレーションズリサーチ 
データビジネス 
グローバルビジネス 
ビジネスデザイン特別講義 
地域創生政策 
地域開発政策 
地域経済分析 
地域情報分析 
ソーシャルキャピタル 
地域環境システム 
地域と食農 
地域経済デザイン 
防災マネジメント 
地域ウェルビーイング 
ソーシャルデザイン特別講義 
文化環境デザイン 
スペキュラティブデザイン 
デザインマネジメント 
地域計画 
素材・造形デザイン 
空間活用事業 
建築プログラミング 
プレイスメイキング 
空間デザイン特別講義 
知能メディアデザイン 
感性情報アナリシス 
感性メディアデザイン 
空間メディアシステム 
インタラクションデザイン 
情報システムデザイン 
教育メディアデザイン 
情報デザイン特別講義 
英語特論 
プロジェクト研究 
CP 特別演習 
CP プロジェクト研究 
事業構想基礎講座 
事業構想学特別講義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  １ 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
２ 
４ 
２ 
２ 
 
１ 
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別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） 

 ３ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程） 2/2 

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

プロジェクトデザイン演習Ⅰ 

プロジェクトデザイン演習Ⅱ 

プロジェクトデザイン演習Ⅲ 

プロジェクトデザイン演習Ⅳ 

空間デザイン特別演習 AⅠ 

空間デザイン特別演習 AⅡ 

空間デザイン特別演習 BⅠ 

空間デザイン特別演習 BⅡ 

４ 

４ 

４ 

４ 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

 

４ 事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（後期３年の課程）  

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

事業構想学特別演習Ⅰa 

（ビジネスデザイン） 

事業構想学特別演習Ⅰb 

（ビジネスデザイン） 

事業構想学特別演習Ⅱa 

（ソーシャルデザイン） 

事業構想学特別演習Ⅱb 

（ソーシャルデザイン） 

事業構想学特別演習Ⅲa 

（空間デザイン） 

事業構想学特別演習Ⅲb 

（空間デザイン） 

事業構想学特別演習Ⅳa 

（情報デザイン） 

事業構想学特別演習Ⅳb 

（情報デザイン） 

事業構想学特別研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 
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別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） 

 ５ 食産業学研究科食産業学専攻博士課程（前期２年の課程）  

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

食産業学研究特論 ２    

食産業学演習Ａ 

食産業学演習Ｂ 

 ２ 

２ 

  

栄養機能科学特論 

食産業生物工学特論 

食感性工学科学特論 

フードシステム特論 

食産業政策特論 

データサイエンス特論 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

フードサービス特論 

食料経済特論 

食品マーケティング特論 

食品企業経営戦略特論 

食品開発学特論 

微生物工学特論 

食品素材加工特論 

食品安全マネジメント特論 

地域農業戦略特論 

アグリサイエンス 

アニマルサイエンス 

作物・園芸生産特論 

植物機能開発特論 

動物生理機能特論 

資源循環型畜産特論 

植物生産環境特論 

水圏生物生産科学特論 

生産環境情報特論 

資源循環システム特論 

インターンシップ 

プロジェクト研究Ａ 

プロジェクト研究Ｂ 

食産業学特別研究Ａ 

食産業学特別研究Ｂ 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ 

４ 

４ 

４ 
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別表（第３１条、第３７条、第３８条関係） 

 ６ 食産業学研究科食産業学専攻博士課程（後期３年の課程）  

授業科目の名称 
単位数 

備考 
必修 選択 自由 

食産業学研究法 

食産業オミクス論 

サイエンス・コミュニケーション 

食材生産特論 

食品加工特論 

食農環境特論 

食産業経済経営特論 

食材生産特別演習 

食品加工特別演習 

食農環境特別演習 

食産業経済経営特別演習 

食産業学特別研究 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

１ 

１ 
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(3)  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(2)  
 

(3)  
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(4)  
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第第２２編編教教育育  ９９月月修修了了・・卒卒業業にに関関すするる規規程程  

 
 

宮城大学９月修了・卒業に関する規程 

平成２１年４月１日 

規程第４４号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、宮城大学学則（以下「学則」という。）第４１条並びに宮城大学大学

院学則（以下「大学院学則」という。）第３７条及び第３８条の規定に基づき、９月修

了・卒業に関し必要な事項を定める。 

 

（届出） 

第２条 前期において学則第４１条又は大学院学則第３７条及び第３８条に規定する修了要

件を満たすことが見込まれる学生で９月修了・卒業を希望する者（以下「９月修了・卒業

希望者」という。）は、別に定める前期の授業料目履修登録期限までに、別紙様式により、

学長に９月修了・卒業希望届（以下「希望届」という。）を提出しなければならない。ただ

し、学則第１４条ただし書及び大学院学則第１５条ただし書の規定により後期の始めに入

学し、かつ、在学期間中に修了要件を満たすことが見込まれる学生については、希望届の

提出を要しないものとする。 

 

（修了・卒業の認定） 

第３条 学長は、９月修了・卒業希望者から前条に規定する希望届の提出があったときは、

当該学生が所属する学群又は研究科の教授会に、９月修了・卒業希望者の前期成績に係る

確認会議を開催させ、修了・卒業の可否を審議させるものとする。 

２ 学長は、前項に規定する会議において、９月修了・卒業希望者が学則第４１条又は大学

院学則第３７条及び第３８条に規定する修了要件を満たしたと判断されたときは、９月修

了・卒業希望者に対し修了・卒業を認定するものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年９月に修了・卒業する学生から

適用する。 

附 則（H29.3.22 第 120 回理事会） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍するもの（施行日以

後に学部に転入学、編入学又は再入学したものを含む。）については、この規程にかかわら

ず、なお従前の例による。 

附 則（H30.3.28 第 135 回理事会） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（R5.3.22 第 198 回理事会） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（R8.2.27 第 232 回理事会） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  

  

第第２２編編教教育育  ９９月月修修了了・・卒卒業業にに関関すするる規規程程  

 
 

宮城大学９月修了・卒業に関する規程 

平成２１年４月１日 

規程第４４号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、宮城大学学則（以下「学則」という。）第４１条並びに宮城大学大学

院学則（以下「大学院学則」という。）第３７条及び第３８条の規定に基づき、９月修

了・卒業に関し必要な事項を定める。 

 

（届出） 

第２条 前期において学則第４１条又は大学院学則第３７条及び第３８条に規定する修了要

件を満たすことが見込まれる学生で９月修了・卒業を希望する者（以下「９月修了・卒業

希望者」という。）は、別に定める前期の授業料目履修登録期限までに、別紙様式により、

学長に９月修了・卒業希望届（以下「希望届」という。）を提出しなければならない。ただ

し、学則第１４条ただし書及び大学院学則第１５条ただし書の規定により後期の始めに入

学し、かつ、在学期間中に修了要件を満たすことが見込まれる学生については、希望届の

提出を要しないものとする。 

 

（修了・卒業の認定） 

第３条 学長は、９月修了・卒業希望者から前条に規定する希望届の提出があったときは、

当該学生が所属する学群又は研究科の教授会に、９月修了・卒業希望者の前期成績に係る

確認会議を開催させ、修了・卒業の可否を審議させるものとする。 

２ 学長は、前項に規定する会議において、９月修了・卒業希望者が学則第４１条又は大学

院学則第３７条及び第３８条に規定する修了要件を満たしたと判断されたときは、９月修

了・卒業希望者に対し修了・卒業を認定するものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年９月に修了・卒業する学生から

適用する。 

附 則（H29.3.22 第 120 回理事会） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 施行日の前日において在籍する者で、施行日以後も引き続いて在籍するもの（施行日以

後に学部に転入学、編入学又は再入学したものを含む。）については、この規程にかかわら

ず、なお従前の例による。 

附 則（H30.3.28 第 135 回理事会） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（R5.3.22 第 198 回理事会） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（R8.2.27 第 232 回理事会） 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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別紙様式 

（１）大学院用 

 

 

９ 月 修 了 希 望 届 

 

    年   月   日 

宮城大学長 殿 

 

        研究科     課程      学年 

学籍番号                      

氏  名                    印 

電話番号                      

 

私は、    年９月に修了を希望するので、宮城大学９月修了・卒業に関する規程第２条に

基づき届けます。 

記 

 

１ ９月修了を希望する理由 

 

２ 修得済単位数 単位 

３ 通算在籍期間※1 年    ケ月 

４ 修了要件に不足する科目

群及び単位数 

科目 単位 

科目 単位 

科目 単位 

科目 単位 

合 計 単位 

５ 学位論文及び最終試験の

結果※2 

学 位 論 文    提出  ・  未提出 

最 終 試 験    合格  ・  不合格 

６ 前期履修予定科目及び 

単位数 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

７ 学位論文の審査申請※2 学 位 論 文   申請する  ・ 申請 

※1「通算在籍期間」は、前年度の３月３１日現在で算定した期間を記入すること。 

※2 学位論文に代えて特定課題についての研究成果を選択した場合は、当該研究成果に関し 

記入すること。 

 

 

事務局受理欄 履修登録確認欄 

  

 

 ※ 事務局職員は、成績原簿を本届に添付し、修得済み単位数、修了要件不足単位数等を 
確認すること。 
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別紙様式 

（２）学群用 

 

９ 月 卒 業 希 望 届 

 

    年   月   日 

 

 

宮城大学長 殿 

 

      学群     学類    コース  学年 

学籍番号                      

氏  名                    印 

電話番号                      

 

私は、     年９月に卒業を希望するので、宮城大学９月修了・卒業に関する規程第２条に

基づき届けます。 

記 

 

１ ９月卒業を希望する理由 

 

２ 修得済単位数 単位 

３ 通算在籍期間※ 年    ケ月 

４ 卒業要件に不足する科目

群及び単位数 

科目 単位 

科目 単位 

科目 単位 

科目 単位 

合 計 単位 

５ 前期履修予定科目及び 

単位数 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

（科目名）              ：    単位 

※ 「通算在籍期間」は、前年度の３月３１日現在で算定した期間を記入すること。 

 

事務局受理欄 履修登録確認欄 

  

 

※ 事務局職員は、成績原簿を本届に添付し、修得済み単位数、卒業要件不足単位数等を 
確認すること。 
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宮城大学大学院履修規程 

令和７年４月１日 

規程第１９９号 

（趣旨） 

第１条 宮城大学大学院学則（平成２８年宮城大学規則第６号。以下「大学院学則」という。）第

３１条第２項及び第３３条第４項の規定により、看護学研究科、事業構想学研究科及び食産業

学研究科（以下「研究科」という。）の授業科目の履修の方法、成績の評価及び単位の認定等に

関し、必要な事項を定める。 

２ この規程に定めるもののほか、各研究科の履修方法等について他に特別の定めがある場合は、

その定めるところによる。 

 

（授業科目等） 

第２条 研究科の授業科目、当該科目の配当年次及び単位数並びに必修・選択の別は、別表１か

ら別表６までのとおりとする。 

２ 大学院学則第２９条第２項に定める授業の方法により実施する授業科目については、別に定

める。 
 

（履修コース） 

第３条 看護学研究科博士前期課程及び事業構想学研究科博士前期課程に、次の履修コースを設

ける。 

研究科 履修コース 

看護学研究科博士前期課程 研究能力養成コース、専門看護師養成コース 

事業構想学研究科博士前期課程 学術研究コース、高度職業人育成コース 

２ 事業構想学研究科においては、学生は、前項に規定する履修コースを入学した年度の４月末 

日までに選択し届け出なければならない。また、選択した履修コースの変更を希望する学生は、

所属する研究科の研究科長の許可を得なければならない。                                                                  
３ 前項に規定する届出の様式及び履修コース変更手続は、別に定める。 
 

（指導教員・副指導教員） 

第４条 学生の研究及び論文作成などへの適切な指導と助言を行うために、指導教員及び副指導

教員を置く。 

２ 学生ごとに、指導教員１名を定める。副指導教員は、次のとおりとする。 

研究科 副指導教員数 

看護学研究科 １名以上 

事業構想学研究科 １名以上 

食産業学研究科 ２名以上 

３ 指導教員及び副指導教員は、専任教員をもって充てる。ただし、学生が所属する研究科教授

会が認めた場合は、専任教員以外の副指導教員を充てることができる。 

４ 指導教員及び副指導教員の変更は、原則として認めない。ただし、特別な事情が生じた場合

に限り、学生が所属する研究科教授会の議を経て変更を認めることがある。 
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（履修の登録） 

第５条 学生は、履修しようとする授業科目について、前期及び後期の所定の期日までに、指定

された方法により、履修登録を行わなければならない。 

  

（履修登録の制限） 

第６条 次に掲げる授業科目は、履修登録をすることができない。 

 一 在学年次より上級年次に配当されている授業科目 

 二 既に単位を修得した授業科目 

２ 授業時間が重複する授業科目は、原則として履修登録できない。 

３ 教育環境等により、履修登録の人員を制限することがある。 

 

 （試験） 

第７条 大学院学則第３３条第２項に定める試験は、その授業の開講時期の末に期間を定めて行

う。 

２ 前項の規定にかかわらず、随時試験を行うことができる。 

３ 前２項の試験は、筆記試験、口述試験、実技試験、又は課題（レポート・制作物等）により行

う。 

４ 次のいずれかに該当する学生は、第１項の試験を受験することができない。 

 一 履修登録をしていない学生 

 二 筆記試験、口述試験、実技試験の開始時刻に２０分を超えて遅参した学生 

 

（成績評価等） 

第８条 学生の期末の成績は、あらかじめシラバスで示された授業の到達目標に対する学生の学

修到達度によって評価するものとする。 

２ 学修到達度の評価は、試験若しくはシラバスで示す授業形態に応じた適切な方法のいずれか

により、又はこれらの併用により行うものとする。 
３ 成績の表示は次のとおりとし、秀、優、良及び可を合格、不可を不合格とし、合格した者に

所定の単位を与える。 

評価 評   点 学修到達度との関係 

秀 ９０点以上 学修到達度が特に優秀な水準で到達目標に達している。 

優 ８０点以上９０点未満 学修到達度が優秀な水準で到達目標に達している。 

良 ７０点以上８０点未満 学修到達度が良好な水準で到達目標に達している。 

可 ６０点以上７０点未満 学修到達度が到達目標に達している。 

不可 ６０点未満 学修到達度が到達目標に達していない。 

４ 前項の規定にかかわらず、正当な理由なく授業の出席時間が授業時間の５分の４を満たさな

かった授業科目については、原則として不合格とする。 

５ 前２項の規定により不合格となった授業科目については、次年度以降に再履修することがで

きる。再履修する科目にあっては、第５条の規定に基づく履修登録を行わなければならない。 

６ 成績は、原則として当該学期末までに確定する。 

 

 （追試験） 

第９条 所定の試験に欠席した学生に対する試験（以下「追試験」という。）は、原則として行わ

ない。ただし、病気その他特別の理由により、やむを得ず試験を受験できなかった学生に対し

ては、その願い出により追試験を行うことがある。 

２ 追試験の受験を希望する学生は、原則として該当科目の試験開始前までにその事由を該当科
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目の担当教員に申し出るものとする。 

３ 前項の規定により申出をした学生は、原則として該当科目の試験終了後１週間以内に、別の

定める様式により追試験願を該当科目の担当教員に提出し、研究科長等の承認を得なければな

らない。 

４ 追試験の実施日時等は、該当科目の担当教員がその都度決定する。 

 

（再試験） 

第１０条 試験（前条に規定する追試験を含む。）を受験して不合格となった学生に対する試験（以

下「再試験」という。）は、原則として行わない。ただし、研究科教授会等が特に必要と認めた

場合は、この限りではない。 

２ 再試験の実施日時等は、該当科目の担当教員がその都度決定する。 

３ 再試験における成績の評価は、原則として可を上限とする。 

 

（不正行為） 

第１１条 第７条第１項及び第２項に定める試験、追試験並びに再試験において不正行為をした

学生に対しては、当該学生が当該学期に登録している全ての履修科目の成績評価を不可とする

ほか、大学院学則第２６条の規定による懲戒処分を行う。 

２  授業の出席に関し虚偽申告を行った学生に対しては、当該科目の成績評価を不可とするほか、

その不正行為の状況により、大学院学則第２６条の規定による懲戒処分を行うことがある。 

 

（学位論文の審査及び最終試験） 

第１２条 学生は、研究科長を経て学長に学位論文を提出しなければならない。 

２ 博士後期課程の学生は、博士論文を提出する前に指導教員の承認を得て、別に定める予備審

査を研究科長に申し出なければならない。なお、事業構想学研究科博士後期課程の学生は、予

備審査に先立ち学位申請の６月前までに、別に定める審査を経て博士論文執筆資格を取得しな

ければならない。 

３ 学位論文の審査及び最終試験については、宮城大学学位規程（平成２１年宮城大学規程第３

７号）の定めるところによる。 

 

（学位論文、最終試験の評価及び判定） 

第１３条 学位論文及び最終試験の成績については、第８条の規定にかかわらず、次のとおりと

する。 

一 学位論文は、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格とする。 

二 最終試験は、合格、不合格とする。 

 

（修了要件） 

第１４条 博士前期課程を修了するためには、２年以上在学し、かつ、看護学研究科については

別表１、事業構想学研究科については別表２、食産業学研究科については別表３の「修了要件

単位数」に定める所定単位数を修得し、かつ、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければ

ならない。ただし、在学期間に関しては、別に定めるところにより、優れた業績を上げた学生

については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 次の各号に掲げる研究科においては、当該各号に定める成果の提出をもって学位論文の提出

に代えることができる。 

一 看護学研究科の専門看護師養成コース 特定の課題についての研究成果 
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二 事業構想学研究科 特定の課題についての研究成果 

三 食産業学研究科 プロジェクト研究の成果 

３ 博士前期課程においては、第１項の規定にかかわらず、大学院学則第３４条の規定により本

学大学院の他の研究科の授業科目を履修して修得した単位並びに大学院学則第３５条の規定に

より他の大学院における授業科目を履修して修得した単位及び大学院学則第３６条第１項の規

定に基づき入学する前に大学院における授業科目を履修して修得した単位を当該研究科におい

て修得したものと認定された単位については、別に定めるところにより、修了要件単位数への

算入を認めることがある。 

４ 博士前期課程においては、大学院学則第３７条第２項の規定により、入学する前に修得した

単位を当該研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該博

士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、研究科教授会の議を経て、その修得

に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものと

みなすことができる。 
５ 博士後期課程を修了するためには、３年以上在学し、かつ、看護学研究科については別表２、

事業構想学研究科については別表４、食産業学研究科については別表６の「修了要件単位数」

に定める所定単位数を修得し、かつ、学位論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。

ただし、在学期間に関しては、別に定めるところにより、優れた業績を上げた学生については、

大学院学則第３８条第２項各号に定める年数以上在学すれば足りるものとする。 

６ 博士後期課程においては、前項の規定にかかわらず、大学院学則第３６条第３項の規定に基

づき入学する前に大学院における授業科目を履修して修得した単位を当該研究科において修得

したものと認定された単位については、別に定めるところにより、修了要件単位数への算入を

認めることがある。 

 

附 則（R7.2.26 第 220 回理事会） 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の規定は、令和７年度入学者から適用し、令和６年度以前の入学者（この規程の施

行の日（以下「施行日」という。）の前日までに退学又は除籍となり、施行日以後に再入学した

者を含む。）については、なお従前の例による。 

 

附 則（R8.2.27 第 232 回理事会） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表３（第２条関係）事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程）、

別表５（第２条関係）食産業学研究科食産業学専攻前期課程（前期２年の課程）及び別表６（第

２条関係）食産業学研究科食産業学専攻博士後期課程（後期３年の課程）に係る授業科目の規

定は、令和８年度入学者から適用し、令和７年度以前の入学者（この規程の施行の日以後に令

和７年度以前の入学者に相当する年次に編入学、転入学又は再入学したものを含む。）につい

ては、なお従前の例による。 
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別表３（第２条関係）

講義 演習

マネジメント 1･2前 2 選択

会計学 1･2後 2 選択

ファイナンス 1･2前 2 選択

ストラテジー 1･2後 2 選択

マーケティング 1･2前 2 選択

経済システム 1･2後 2 選択

医療福祉システム 1･2前 2 選択

ＩＴマネジメント 1･2後 2 選択

サービスサイエンス 1･2前 2 選択

税法Ⅰ 1･2前 2 選択

税法Ⅱ 1･2後 2 選択

オペレーションズリサーチ 1･2後 2 選択

データビジネス 1･2後 2 選択

グローバルビジネス 1･2後 1 選択

ビジネスデザイン特別講義 1･2前 1 選択

地域創生政策 1･2後 2 選択

地域開発政策 1･2前 2 選択

地域経済分析 1･2前 2 選択

地域情報分析 1･2前 2 選択

ソーシャルキャピタル 1･2前 2 選択

地域環境システム 1･2後 2 選択

地域と食農 1･2前 2 選択

地域経済デザイン 1･2後 2 選択

防災マネジメント 1･2前 2 選択

地域ウェルビーイング 1･2後 2 選択

ソーシャルデザイン特別講義 1･2後 1 選択

文化環境デザイン 1･2前 2 選択

スペキュラティブデザイン 1･2前 2 選択

デザインマネジメント 1･2後 2 選択

地域計画 1･2前 2 選択

素材・造形デザイン 1･2前 2 選択

空間活用事業 1･2前 2 選択

建築プログラミング 1･2後 2 選択

プレイスメイキング 1･2後 2 選択

空間デザイン特別講義 1･2後 1 選択

知能メディアデザイン 1･2後 2 選択

感性情報アナリシス 1･2後 2 選択

感性メディアデザイン 1･2前 2 選択

空間メディアシステム 1･2前 2 選択

インタラクションデザイン 1･2後 2 選択

情報システムデザイン 1･2後 2 選択

教育メディアデザイン 1･2前 2 選択

情報デザイン特別講義 1･2前 1 選択

英語特論※1 1･2後 2 選択

プロジェクト研究※2 1･2後 4 選択

CP特別演習 1･2前 2 選択

CPプロジェクト研究 1･2後 2 選択

事業構想基礎講座 1･2前 1 必修

事業構想学特別講義 1･2集中 1 選択

プロジェクトデザイン演習Ⅰ 1･2前 4 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅱ 1･2後 4 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅲ 1･2前 4 必修

プロジェクトデザイン演習Ⅳ 1･2後 4 必修

空間デザイン特別演習AⅠ 1･2前 2 選択

空間デザイン特別演習AⅡ 1･2後 2 選択

空間デザイン特別演習BⅠ 1･2前 2 選択

空間デザイン特別演習BⅡ 1･2後 2 選択

93 24
修了要件単位数
30単位以上

※1　学術研究コースは必修

※2　高度職業人コースは必修

事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（前期２年の課程）

専門領域 授業科目の名称 配当年次
単位数 必修選択

の別
備　　　考

ビジネスデザイン領域

演習科目は、プロジェクトデ
ザイン演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳを1
セットとして16単位を必修科
目とする。また、講義科目
は、事業構想基礎講座、その
他の共通科目、専門領域の講
義科目(4単位以上)を含め14単
位以上を選択すること。

ソーシャルデザイン領域

空間デザイン領域

情報デザイン領域

共 通 科 目

演 習 科 目

　　　　単位合計数
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別表４（第２条関係）

事業構想学研究科事業構想学専攻博士課程（後期３年の課程）

演習 研究

共通（研究指導科目） 1～3 前後 8 必修

修了要件単位数

16単位以上

上記の事業構想学特別演習Ⅰa～Ⅳb（各2単位）は，指導教員が担当する科目2単位以上を必ず含めること。

同一科目区分の特別講義a，bは同時期に履修することはできない。

備　　考科目区分 授業科目 配当年次
単位数 必修選択

の別

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

前・後

ソーシャルデザイン系

空間デザイン系

情報デザイン系

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

合計単位数 16 8

ビジネスデザイン系

事業構想学特別演習Ⅰa（ビジネスデザイン）

事業構想学特別演習Ⅰb（ビジネスデザイン）

事業構想学特別演習Ⅱa（ソーシャルデザイン）

事業構想学特別演習Ⅱb（ソーシャルデザイン）

事業構想学特別演習Ⅲa（空間デザイン）

事業構想学特別演習Ⅲb（空間デザイン）

事業構想学特別演習Ⅳa（情報デザイン）

事業構想学特別演習Ⅳb（情報デザイン）

1・2

1・2

1・2

事業構想学特別研究

選択

選択

選択

2

2

2

2

2

2

2

2

選択

選択

選択

選択

選択

－　　－83



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

－　　－84



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

－　　－85



 
 

H29.2.22 119  
 

 

－　　－86



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 
 

 

  

  

 
  

 
 
 
 
 

 

   

  

  

  
  

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 
 

 

  

  

 
  

 
 
 
 
 

 

   

  

  

  
  

 
 
 

  

－　　－87



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

 

－　　－88



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

 
 

 

  

  

  

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

   

  

  

  
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
   

 
 

 

  

  

  

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

   

  

  

  
  

 
 
 

 

－　　－89



－　　－90



－　　－91



－　　－92



－　　－93



－　　－94



－　　－95



－　　－96



－　　－97



－　　－98



－　　－99



1

2 1

 

－　　－100



－　　－101



－　　－102



－　　－103



  

－　　－104



 

－　　－105



－　　－106



－　　－107



－　　－108



－　　－109



－　　－110



－　　－111



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
1 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A4  

 

 
 

－　　－112



－　　－113



－　　－114



－　　－115



－　　－116



－　　－117



  附則（R8.2.13 令和７年度第 10回事業構想学研究科教授会） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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宮城大学大学院事業構想学研究科博士論文執筆資格審査要綱 
 
 

宮城大学事業構想学研究科教授会 
平成２７年１月１４日決定 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は，宮城大学大学院事業構想学研究科履修規程（以下「履修規程」という。）第  
１４条に規定する宮城大学大学院事業構想学研究科（以下「研究科」という。）の博士論文執筆

資格（以下「執筆資格」という）の審査に関し，必要な事項を定めるものとする。 
 
（博士論文執筆資格審査願） 

第２条 博士論文執筆資格審査を希望する者は，様式１により，別途定める期日までに研究科長

に届出なければならない。 
 
（設置） 

第３条 研究科は，前条の規定により博士論文執筆資格審査願を受理したときは，執筆資格審査

を行うため，研究科に執筆資格審査委員会を設置する。 
 
（委員） 

第４条 執筆資格審査委員会の委員は，次のとおりとする。 
 (１) 主査は，執筆資格審査申請を行った者の指導教員を充てる。 

(２) 副査は，2 名以上の専任教員を充てるものとし，主査の推薦に基づき，研究科教授会の議

を経て選考する。 
２ 主査に事故があるときは，主査があらかじめ指定した者がその職務を代理する。 
３ 主査及び副査が欠けたときは，研究科教授会において後任の者を速やかに選考する。 
  
 （審査） 
第５条 執筆資格審査委員会は，出願者の在学期間，単位修得状況，研究指導を受けた状況，を

確認するとともに，博士論文執筆計画の評価を行い，執筆資格を与えることの適否について審

査するものとする。 
 
 （報告） 
第６条 執筆資格審査委員会は，審査を終了したときは審査結果を様式３により研究科教授会に

報告しなければならない。 
 
  附 則 
 （施行期日） 
 １ この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
 ２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 
 
 附 則 
 （施行期日） 
 １ この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 
 ２ この要綱の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

 
附 則 
 （施行期日） 
 １ この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 
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様式１（第２条関係） 
 
 

博士論文執筆資格審査願 
 
 

    年  月  日 
 
 事業構想学研究科長 殿 
 

事業構想学研究科 事業構想学専攻  
学籍番号 
氏  名               ㊞ 

 
 
  宮城大学大学院事業構想学研究科博士論文執筆資格審査要綱第 2 条の規定により，下記書類

を添えて，博士論文執筆資格審査を希望します。 
 
 

記 

 
1. 研究題目 

 
 
 
 
 

2. 提出書類 
 
(1) 博士論文執筆計画書（任意様式） ３部 

 
(2) 研究業績書(様式２)          ３部 

 
 

以 上   
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様式２（第２条関係） 

 

研 究 業 績 書 
                           ＮＯ．１ 

学籍 
番号  

 
専攻 

 

 
事業構想学専攻 

 
氏名  ㊞ 

論文発表 
（１）審査付発表論文（別冊子又は写を添付すること） 
   （レフェリー制のある学術雑誌） 
 
 
 
 
（２）審査付発表論文（別冊子又は写を添付すること） 
   （レフェリー制のある国際会議発表論文） 
 
 
 
 
（３）学位論文のテーマに直接関係しない発表論文 
   （レフェリー制のある学術雑誌及び国際会議発表論文） 
 
 
 
（４）審査なし発表論文 
 
 
 
（５）プロジェクト実績・作品等 
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様式３（第６条関係） 
 
 

博士論文執筆資格審査結果報告書 
 
                                   年  月  日 
 
  
 
 宮城大学大学院事業構想学研究科長 殿 
 
 
 
             博士論文執筆資格審査委員会主査 氏名          印  
                         副査 氏名          印 

                          副査 氏名          印 
 
 
 
宮城大学大学院事業構想学研究科博士論文執筆資格審査要綱第６条の規定に基づき、下記のと

おり報告します。 
 

記 
１ 審査対象者 

(1) 学籍番号及び氏名 
(2) 研究題目 
 

 
２ 博士論文執筆資格審査の結果 
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